
ご
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
、
当
月
分
の
国
民
年
金
保
険
料

を
当
月
末
に
引
き
落
と
す
振
替
方

法
が

｢

早
割｣

で
す
。
こ
の
早
割

だ
と
、
納
付
書
で
の
お
支
払
い
や

翌
月
末
に
引
き
落
と
す
通
常
の
振

替
方
法
と
比
べ
て
、
１
ヶ
月
あ
た

り
40
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

１
ヶ
月
毎
の
お
支
払
な
ら
早
割

が
お
得
で
す

(

半
額
免
除
の
承
認

を
受
け
て
い
る
方
は
早
割
制
度
を

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん)

。

通
常
の
口
座
振
替
を
ご
利
用
の

方
で
早
割
へ
の
変
更
を
希
望
す
る

方
は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
国
民

年
金
担
当
窓
口
、
社
会
保
険
事
務

所
や
金
融
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
手
続
き
に
は
、
国
民
年
金
保

険
料
口
座
振
替
納
付

(

変
更)

申

出
書
、
年
金
手
帳
、
金
融
機
関
へ

の
届
け
印
や
預
貯
金
通
帳
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
お
住
ま
い
の
市
町
村

国
民
年
金
担
当
窓
口
ま
た
は
お
近

く
の
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
あ
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
年
金
額
が

減
額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
に
つ
い
て
も
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

社
会
保
険
事
務
所
で
は
皆
様
の

大
切
な
年
金
権
を
確
保
す
る
た
め

に
、
納
付
期
限
を
過
ぎ
て
も
保
険

料
が
納
め
ら
れ
て
い
な
い
方
へ
、

電
話
や
戸
別
訪
問
に
よ
っ
て
納
付

の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す(

土
曜
、

日
曜
日
や
夜
間
も
実
施
し
て
い
ま

す)

。
戸
別
訪
問
で
は
、
社
会
保

険
事
務
所
職
員
、
国
民
年
金
推
進

員
、
収
納
指
導
員
が
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
て
、
保
険
料
の
納
付
、

年
金
制
度
の
周
知
の
目
的
で
お
伺

い
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
電
話
や
訪
問
に
よ
る
納

付
の
ご
案
内
で
は
、
個
人
情
報
を

聞
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
近
社
会
保
険
事
務
所
職

員
を
装
い
、
個
人
情
報
を
聞
き
出

そ
う
と
す
る
不
審
な
電
話
が
発
生

し
て
い
ま
す
が
、｢

あ
や
し
い
？｣

と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
回
答
せ
ず
に
、

お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

に
な
り
、
税
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

平
成
17
年
分
の
所
得
の
申
告
か

ら
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国
民

年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
保
険

料
の
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
11
月
初
旬
に
社
会
保

険
庁
よ
り

｢

社
会
保
険
料

(

国
民

年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書｣

が

発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
年
末
調

整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手
続
き
の

際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証

書
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
申

告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
お
近
く
の
社
会
保
険

事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

平成17年11月号� � � � � � �( 9 )
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裁判員制度は､ 国民のみなさんに裁判員として重
大な事件の刑事裁判に参加してもらい､ 被告人が有
罪かどうか､ 有罪の場合どのような刑にするかを裁
判官と一緒に決めてもらう制度です｡
裁判員制度は､ 国民のみなさんが裁判に参加する
ことによって､ 市民感覚を裁判の内容に反映させ､
その結果として､ 司法に対する理解と信頼が深まる
ことを期待して導入されるものです｡
裁判員は､ 衆議院議員の選挙権をもつ国民から無
作為に選ばれます｡
裁判員制度が実施されますと､ 青森県では､ 600

人から1,200人に一人の割合で裁判員候補者として､
裁判所から呼ばれる可能性があります｡
裁判員制度に関する詳しい内容はホームページに
掲載しております｡
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青森地方検察庁 電話017－722－5211 (代表)
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